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新 図書館 の 建 設 計画 に関 す る住 民 投票 条例

(目 的 )

第 1条  この 条例 は 、本 市 の 新 図 書館 の 建 設 計画 に関 し、住 民 の意 思 を確

認 す る こ とを 目的 とす る。

(住 民投 票 )

第 2条  前 条 の 目的 を達 成 す るた め 、 次 に掲 げ る選 択 肢 につ いて 、住 民 に

よ る′
投 票 (以 下 「住 民 投 票 」 と い う。 )を 行 う。

(1)新 図書 館 の 建 設 計画 を進 め る。

(2)新 図 書 館 の 建 設 計 画 を 自紙 にす る。

2 住 民投 票 は、住 民 の 自 由な 意 思 が 反 映 され る もの で な けれ ばな らな い。

(住 民 投 票 の執 行 )

第 3条  住 民 投票 は 、 市 長 が 執 行 す る もの とす る。

2 市 長 は、 地 方 自治 法 (昭 和 22年 法 律 第 67号 )第 180条 の 2の 規

定 に基 づ き 、協 議 によ り、 そ の権 限 に属 す る住 民投 票 の管 理 及 び執行 に

関 す る事 務 を小 牧 市 選 挙1管 理 委 員 会 (以 下 「選 挙 管 理 委 員 会 」 とい う。 )

に委任 す る ことが で き る。

(住 民投 票 の期 日) :
第 4条  住 民投 票 の期 日 (以 下 「投 票 日」 と い う。 )は 、 この 条例 の施 行

の 日か ら起 算 して 60日 を経 過 す る 日まで の間 にお い て 市 長 が 定 め る 日

とす る。

2 市長 は 、 前項 の規 定 に よ り投 票 日を定 め た 場 合 にお いて 、 前 条第 2項
の 規 定 に よ り選 挙 管 理 委 員 会 に事 務 を委 任 した とき は、 速 や か に選 挙 管

理 委員 会 に通 知 しな けれ ばな らな い。

3 市 長 は 、第 1項 の規 定 によ り投 票 日を定 め た とき は、 当該 投 票 日の 7

日前 まで に これ を告 示 しな けれ ばな らな い。

(投 票 資 格 者 )

第 5条  住 民投票 にお け る 投 票 の 資 格 を有 す る者 (以 下 「投票 資 格 者 」 と

い う。 )は 、次 の 各 号 の いず れ に も該 当す る者 とす る。

(1)日 本 国籍 を有 す る者 で 、 投 票 日にお いて 満 18歳 以 上 の もの

(2)前 条 第 3項 の規 定 に よ る告 示 の 日の 前 日に お いて 、 そ の者 に係 る本

市 の住 民票 が 作 成 され た 日 (他 の市 町 村 (特 別 区 を含 む 。)か ら本 市 に

住 所 を移 した 者 で 住 民 基 本 台 帳 法 (昭 和 42年 法 律 第 81号 )第 22
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条 の規 定 に よ り届 出 を した もの に つ いて は、 当該届 出 を した 日)か ら

引 き続 き 3月 以 上本 市 の住 民 基 本 台 帳 に記 録 され て い る者 (投 票 日(第

8条 第 2項 に規 定 す る期 日前 投 票 に あ って は、 当該期 日前 投票 を行 う

日。次 項 にお い て 同 じ。)ま で 引 き続 き本 市 に住 所 を有 して いな い者 を

除 く。 )

2 前 項 の規 定 にか か わ らず 、投 票 日にお い て 公 職 選 挙 法 (昭 和 25年 法

律 第 1.00号 )第 11条 第 1項 若 し くは第 252条 又 は政 治 資 金規 正 法

(昭 和 23年 法 律 第 194号 )第 28条 の規 定 (以 下 「選 挙 法 規定 」 と

い う。 )に よ り選 挙 権 を有 しな い と され る者 (前 項 第 1号 の規 定 に該 当

す る者 の うち 投 票 日にお いて 満 20歳 に達 しな い もの を公 職 選 挙 法第 9

条 に規 定 す る選 挙 権 を有 す る者 とみ な して 選 挙 法 規 定 を適 用 した場 合 に

選 挙 権 を有 しな い こ と とな る者 を含 む 。 )は 、住 民投票 にお け る投 票 の

資 格 を有 しな い。

(投 票 資 格 者 名 簿 の調 製 )

第 6条  市 長 は 、投 票 資 格 者 の名 簿 (以 下 「投 票 資 格 者 名 簿」 と い う。 )

を調 製 しな けれ ば な らな い。

(投 票 の方 式 )

第 7条  住 民 投 票 は 、 1人 1票 の 投 票 と し、秘 密 投 票 とす る。

2 住 民投票 を しよ うとす る投票資格者 (以 下 「投票人」 という。)は 、

投票用紙 の選択肢 の うちか ら 1つ を選択 し、所定の欄に自ら○の記号 を

記載 し、 これ を投票箱 に入れな けれ ばな らな い。

3 前項の規定 にかかわ らず、心 身の故障その他の事 由によ り、 自ら投票

用紙 に○ の記号 を記載す る ことができない投票人は、規則で定めるとこ

ろによ り、代理投票 をす る ことができる。

4 第 2項 の規定 にかかわ らず、投票人は、規則で定めるところによ り、

点字投票 をす ることができる。

(投 票所 においての投票 )

第 8条  投票人は、投票 日の当 日、 自ら投票所 に行 き、投票資格者名簿又

はその抄本 の対照 を経て、投票 しな けれ ばな らな い。

2 前項の規定 にかかわ らず、投票 人は、規則 で定めるところによ り、期

日前投票 又は不在者投票 を行 うことができる。

(投 票用紙 の様式 )

第 9条  第 7条 第 2項 に規定す る投票用紙 は、別記様式のとお りとする。
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2 前項の規定 にかかわ らず、第 7条 第 4項 に規定す る点字投票の投票用

紙 は、規則で定める。

(無 効投票 )

第 10条 次の各号のいずれか に該当す る投票は、無効 とする。

(1)所定の投票用紙 を用 いないもの

(2)○ の記号以外 の事項 を記載 した もの

(3)○ の記号のほか、他事 を記載 した もの

(4)○ の記号 を○ を書 く欄のいずれ にも記載 した もの

(5)○ の記号 をいずれの○ を書 く欄 に記載 したか判別 し難 いもの

(6)自 紙投票

(情 報の提供 )

第 11条  市長 は、住 民投票の適正な執行 を確保するため、新図書館の建

設 に関 して、投票資格者が意思 を明確 にす るために必要な情報 を、公平

かつ公正 に提供す るよ う努めるもの とす る。

(投 票の促進 )

第 12条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票 を目指 し、広

報その他の手段 によ り、投票資格者 の投票 を促すよ う努めるもの とす る。

(投 票運動 )

第 13条 住 民投票 に関す る投票運動は、 自由とする。ただ し、投票運動

のため、次に掲 げる行為 を してはな らな い。

(1)買 収、脅迫その他不正の手段 によ り投票資格者の自由な意思 を拘束

し、又は干渉す る行為

(2)午 後 8時 か ら翌 ,日 午前 8時 までの間 に、屋外 において、大声、音声

等 を発す る行為

(3)住 民の平穏な生活環境 を侵害す る行為

2 前項の投票運動の期間は、投票 日の前 日まで とす る。

(投 票及び開票 )

第 14条  前条 まで に定めるもののほか、住 民投票の投票及び開票 に関 し

必要な事項 について は規則で定めるところによるもののほか、公職選挙

法、公職選挙法施行令 (昭 和 25年 政令第 89号 )及 び公職選挙法施行

規則 (昭 和 25年 総理府令第 13号 )の 規定 によ り行われ る本市の議会

の議員又は長の選挙 の例 による。

(投 票結果の告示等 )
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第 15条  市 長 は、 住 民 投 票 の結 果 が 確 定 した とき は 、速 や か に これ を告

示 す る と と も に、 市 議 会 にそ の 内容 を通 知 しな けれ ばな らな い。

(投 票 結 果 の 尊 重 )

第 16条 市長及び市議会 は住民投票 の結果 を重んず るものとする。ただ

し、住民投票 をした者の総数が投票 資格者 の半数 を超える場合は、住民

投票の結果 を尊重 しなければな らな い。

(規 則への委任 )

第 17条  この条例 に定めるもののほか、住 民投票 に関 し必要な事項は、

規則で定める。

附 則

(施 行期 日)

1 この条例は 、公布 の 日か ら施行す る。

(こ の条例の失効 )

2 この条例 は、投票 日の翌 日か ら起算 して 90日 を経過 した後 に、その

効 力を失 う。
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別 記 様 式 (第 9条 関 係 )

(表 )

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、縦 12
ル とす る。

用紙 の色 は 、 うす い黄 色

ミリメー トル、横 80ミ リメー

と し、 文 字 の色 は黒 色 とす る。

提 出 理 由

この案 を提 出す る の は、 新 図書 館 の建 設 計 画 に関 す る住 民投 票 を実 施 す

るた め必 要 が あ るか らで あ る。
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参考資料

新図書館 の建設計画 に関す る住 民投票条例案のあ らまし

1 この条例 は、本市の新図書館の建設計画 に関 し、住民の意思 を確認す

ることを目的 とす る。 (第 1条 関係 )

2 住民投票 は、次 に掲げる選択肢 によ り行 う。 (第 2条 関係 )

(1)新 図書館 の建設計画 を進める。

(2)新 図書館 の建設計画 を自紙 にす る。

3 投票 日は、 この条例の施行 の 日か ら起算 して 60日 を経過する日まで

の間にお いて市長が定める 日とす る。(第 4条 関係 )

4 投票資格者 は、次のいずれ にも該 当す る者 とする。 (第 5条 関「係 )

(1)日 本国籍 を有する者で、投票 日にお いて満 18歳以上のもの

(2)投票 日を告示 した 日の前 日にお いて、その者に係 る本市の住民票が

作成 された 日か ら引き続き 3月 以上本市の住民基本台帳に記録されて

いる者

5 市長及び市議会 は、投票率が 50%を 超える場合は、住民投票の結果
|`を尊重 しな けれ ばな らな い。 (第 16条 関係 )

6 この条例 は、公布 の 日か ら施行 す る。
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小 牧 市 議 会 議 案 第 101号

現在 の新 図 書 館 建 設 計 画 に関 す る住 民 投 票 条 例 の 制定 につ い

て

現 在 の新 図書 館 建 設 計 画 に 関す る住 民投 票 条 例 を次 の とお り制定 す る も

の とす る。

平 成 27年 9月 10日 提 出
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現 在 の新 図 書館 建 設 計 画 に関す る住 民投 票 条 例

(目 的 )

第 1条  この 条例 は 、現 在 の新 図 書館 建 設 計画 の 賛 否 に関 して 、市 民 の意

思 を明 らか にす るた め の住 民投 票 を行 い、市 政 の 民 主 的 か つ 健 全 な運 営

を図 る こ と を 目的 とす る。

(住 民投 票 の実 施 )

第 2条  住 民 投 票 は 、次 の とお り実 施 す る。

t(1)住
民 投票 に付 す る事 項 は 、 現 在 の新 図書 館 建 設 計画 の 賛否 に関 し、

市 民 の意 思 を明 らか にす るた め 、市 民 によ る投 票 (以 下 「住 民投 票」と

い う。 )を 行 う。

(2)住 民 投 票 は 、 市 民 の意 思 が 正 し く反 映 され る もので な けれ ばな らな

い。 この 条例 の解 釈 及 び運 用 は、 市 民 の意 見 表 明 の 自由 を保 障 す る と

と もに、 市 民 の意 思 形 成 の機 会 拡 大 に資 す るよ う、 これ を行 わ な けれ

ばな らな い。

(住 民投 票 の執 行 )

第 3条  住 民投 票 は く 市 長 が 執 行 す る もの とす る。

2 市 長 は 、 地方 自治 法 (昭 和 22年 法 律 第 67号 )第 180条 の 2の 規

定 に基 づ き t協 議 に よ りそ の権 限 に属 す る住 民 投 票 の管 理 及 び執 行 に関

す る事 務 を、 小 牧 市 選 挙 管 理 委 員 会 (以 下 「選 挙 管 理 委 員 会」 とい う。)

に委 任 す る もの とす る。

(住 民投 票 の期 日 )

第 4条  住 民 投票 の期 日 (以 下 「投 票 日」 とい う。)は 、

4日 とす る。

2 市長は、投票 日の 7日 前 まで に投票 日の告示 を しなければな らない。

(投 票の資格者 )

第 5条  住 民投
′
票 にお ける投票の資格 を有する者 (以 下 「投票資格者」 と

い う。)は 、次の各号の いずれ にも該 当する者 とす る。

(1)投票 日にお いて年齢満 20歳 以上の 日本国籍 を有す る者

(2)前条第 2項 の規定 によ る告示の 日の前 日において、その者 に係 る本

市の住民票が作成 された 日 (他 の市町村 (特 別区を含む。)か ら本市に

住所 を移 した者で住 民基本台帳法 (昭 和 42年 法律第 81号 )第 22
条の規定 によ り届出を した ものについては、当該届出をした 日)か ら

平 成 27年 10月
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引き続 き 3月 以上本市の住 民基本台帳 に記録 されている者 (投票 日(第

7条 第 2項 に規定する期 日前投票 にあっては、当該期 日前投票 を行 う

日。次項 において同 じ。)ま で引き続き本市 に住所 を有 していない者を

除 く。)

2 前項の規定 にかかわ らず、投票 日において公職選挙法 (昭 和 25年 法

律第 100号 )第 11条 第 1項 若 しくは第 252条 又は政治資金規正法

(昭 和 23年 法律第 194号 )第 28条 の規定 によ り選挙権 を有 しない

と́され る者は、住 民投票 における投票の資格 を有 しない。

(投 票の方法 )

第 6条  住 民投票は秘密投票 とし、 1人 1票 とす る。

2 住 民投票 を行 う投票資格者 (以 下 「投票人」という。)は 、現在の新図

書館建設計画 に賛成す るときは投票用紙の現在の新図書館建設計画に賛

成 の○を書 く欄に、反対す るときは現在 の新図書館建設計画に反対の○

を書 く欄 に自ら○ の記号 を記載 して、投票箱 に入れなければな らない。

3 前項 に規定する○ の記号の記載方 法は、○ の記号 を自書する方法によ

る もの とする。

4 前項の規定 に関わ らず、心身の故障その他の事 由によ り、自ら投票用
紙 に○の記号 を記載す ること:が できない投票人は、投票管理者 に申し立

てて代理投票 をさせ る ことができる。

5 点字 による投票 の方法は、別 に定 める。

(投 票所 にお いての投票 )

第 7条  投票人 は、投票 日の当 日、 自ら投票所 に行 き、投票資格者名簿又
はその抄本の対照 を経 て、投票 しな けれ ばな らない。        `

2 前項の規定 にかかわ らず、投票人 は、規則 で定めるところによ り、期
日前投票 又は不在者投票 を行 うことができる。

(投 票用紙の様式 )

第 8条 第 6条 第 2項 に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 第 6条 第 5項 の規 定 によ る点 字 投 票 の投 票 用 紙 の様 式 は、規 則 で定 め

る。

(情 報 公 開 )

第 9条  市 長 は 、住 民 投 票 の 適 正 な 執 行 を確 保 す るた め 、市 民 が 適 切 な情

報 に基 づ いて 判 断 で き るよ う必 要 な 情 報 提 供 を行 う もの とす る。

2 市 長 は 、 前 項 に規 定 す る情 報 の提 供 に 当た って は 、 中立性 の保持 に留
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意 しな けれ ばな らな い。

(住 民 投 票 運 動 )

第 10条  住 民投 票 運 動 は、 自由 とす る。 た だ し、 買収 、脅 迫等 投 票 資 格

者 の 自由な 意 思 が 拘 束 され 、若 し くは不 当 に干 渉 され 、 又 は市 民 の平穏

な 生活 環 境 が 侵 害 され る もの で あ って はな らな い。

2 住 民 投 票 運 動 は 、 投票 日の 前 日まで とす る。

(投 票 及 び 開票 )

第 11条  前 条 まで に定 め る もの の ほ か 、投 票 時 間 、 投票 場所 、 投票 立 会

人 、 開票 時 間 、 開票 場 所 、 開票 立 会 人 そ の他 住 民投 票 の投 票 及 び 開票 に

関 し必 要 な 事 項 は 、規 則 で定 め る ほ か 、公 職 選 挙 法 、公 職 選 挙 法 施行
`令

(昭

和 25年 政 令第 89号 )及 び公 職 選 挙 法 施 行 規 則 (昭 和 25年 総 理 府 令 第

13号 )の 規 定 の例 によ る。

(住 民投 票 結 果 の告 示 等 )

第 12条  選 挙 管 理 委 員 会 は 、 開票 を行 い投 票 結 果 が 確 定 した とき は、 直

ちにこれ を公表するとともに、当該公表の内容 を市長及び市議会 に報告

しなけれ ばな らない
.。

(投 票結果 の尊重 )

第 13条  市長及び市議会は、住 民投票 の結果 を尊重す るものとす る。

(規 則への委任 )

第 14条  この条例 に定めるもののほか、住民投票の施行 に関 し必要な事

項は、規則で定める: ′

附 則

(施行 期 日 )

この 条 例 は 、 公 布 の 日か ら施行 す る。

(こ の 条 例 の 失効 )

この 条 例 は、 住 民投 票 の 実 施 の 日の 翌 日か ら起 算 して 90日 を経 過 し

た 後 に、 そ の効 力 を失 う。
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(表 )

平
成

二
十

七
年
十

月

四
日
執
行

現
在

の
新
図
書
館
建

設
計
画
に

関
す

る
住

民
投
票

別 記 様 式 (第 8条 関 係 )

備 考  1 用 紙 の大 き さ は 、縦 128ミ リメー トル 、横 80ミ リメー ト

ル とす る。

2 用 紙 の色 は 、 うす い黄 色 と し、 文 字 の 色 は黒 色 とす る。

提 出 理 由

この案 を提 出す る の は 、 現 在 の新 図書 館 建 設 計 画 に関 す る住 民投票 を実

施 す るた め必 要 が あ るか らで あ る。

13-

(裏 )

(T書 )

現
在

の
新

図
書
館

建

設

計

画
に

つ
い

て
、

あ
な

た
が
良

い
と
思́
う
選
択
肢

の
上

の

○

を
書

く
欄

に
○

を
書

い

て
く
だ

さ

い
。

○

の
ほ
か
は
、

何

も
書

か
な

い
こ
と
。

か
　
　
　
ら

ん

○

を
書

く
欄

げ

ん
ざ

い
　

　

し

ん

と

し

よ
か
ん
け
ん
せ

つ
け

い
か

く
　

　

は

ん
た

い

現
在

の
新
図
書
館
建
設
計
画
に
反
対

げ

ん
ざ

い
　
　

し

ん

と

し

よ
か
ん
け

ん
せ

つ
け

い
か

く
　

　

さ
ん

せ

い

現
在

の
新
図
書
館
建
設
計
画
に
賛
成

せ

ん

た

く

し

選
択
肢



参考資料

現 在 の 新 図 書館 建 設 計 画 に関 す る住 民投 票 条 例 案 の あ らま し

1 この 条 例 は、現 在 の新 図 書 館 建 設 計 画 の 賛否 に関 して 、市 民 の意思 を

明 らか にす るた め の住 民投 票 を行 い 、市 政 の 民 主 的 か つ 健 全 な 運 営 を図

る こ と を 目的 とす る。 (第 1条 関 係 )

2 住 民 投 票 は、 市 長 が 執 行 す る もの と し、 地 方 自治 法 (昭 和 22年 法 律

第 67号 )第 180条 の 2の 規 定 に基 づ き、 協 議 に よ りそ の権 限 に属 す

る住 民投 票 の管 理 及 び 執 行 に 関 す る事 務 を、 小牧 市 選 挙 管 理 委 員 会 に委

任 す る もの とす る。 (第 3条 関係 )

3 住 民投 票 の期 日は 、平 成 27年 10月 4日 とす る。 (第 4条 関係 )

4 住 民 投 票 にお け る 投 票 の 資 格 を有 す る者 につ い て 定 め る。 (第 5条 関

係 )

5 市 長 及 び 市 議 会 は 、住 民 投 票 の 結 果 を尊 重 す る もの とす る。(第 13条

関係 )

6 この条 例 は、住 民 投票 の実 施 の 日の 翌 日か ら起 算 して 90日 を経 過 し ｀

た 後 に、 そ の効 力 を失 う。 (附 則 第 2項 関係 )

7 この条例 は、 公 布 の 日か ら施 行 す る。
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